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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第157期

第１四半期
連結累計期間

第158期
第１四半期
連結累計期間

第157期

会計期間
自　2017年４月１日
至　2017年６月30日

自　2018年４月１日
至　2018年６月30日

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

売上高 （百万円） 21,401 20,450 84,526

経常利益 （百万円） 3,404 2,468 11,071

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 2,416 1,568 10,253

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,525 529 11,520

純資産額 （百万円） 80,246 87,194 87,548

総資産額 （百万円） 138,196 141,682 147,160

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 62.08 40.43 263.97

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 57.4 60.9 58.9
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４．2017年10月１日付けで普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第157期の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

　

２ 【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の

数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(１)　財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資を中心とした内需や堅調な外需に支えられ、緩や

かな回復基調が続きました。また、世界経済も拡大基調が継続しましたが、一方で米中間の貿易摩擦、原油価格

の上昇、地政学的リスクなど、先行き不透明な状況も見られました。

　

　このような環境の下、当社グループは中期経営計画『Go For Next 100』に基づき、高付加価値品へのシフト

を図り、生産性向上や原価低減を加速させるとともに、中長期で持続的な成長を実現するために、設備投資、人

財投資、研究開発を積極的に実施しております。こうした事業基盤強化に伴う固定費の増加に加えて、物価上昇

などの収益圧迫要因がありました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は204億50百万円（前年同四半期比4.4％の減収）、営業

利益は21億26百万円（前年同四半期比32.3％の減益）、経常利益は24億68百万円（前年同四半期比27.5％の減

益）、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億68百万円（前年同四半期比35.1％の減益）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　①繊維事業

　繊維事業では、主力の芯地販売が日本及び中国でレディース向けを中心に好調に推移しました。

　この結果、売上高は12億89百万円（前年同四半期比7.2％の増収）、営業損失は80百万円（前年同四半期は

営業損失１億23百万円）となりました。

 
　グラスファイバー事業部門

　原繊材事業、機能材事業、設備材事業では、高付加価値品へのシフトを図り、営業活動の強化及び原価低減

に取り組みましたが、基盤強化費用の増加や物価上昇の影響を受けました。グラスファイバー事業部門に属す

る各事業の状況と具体的な取り組みは以下のとおりです。

　②原繊材事業

 原繊材事業では、スマートフォンの生産調整の影響を受け、強化プラスチック用途の複合材や電子材料向け

ガラスヤーンの販売が、高付加価値品を中心として低下しました。また、大型の設備改修により収益が悪化し

ました。

　この結果、売上高は67億69百万円（前年同四半期比7.7％の減収）、営業利益は10億54百万円（前年同四半

期比38.4％の減益）となりました。

　③機能材事業

　機能材事業では、電子材料用途の需要は堅調な状態が持続し、高付加価値品の生産性改善に努めましたが、

日東紡澳門玻纎紡織有限公司の台風被害による影響を受けました。

　この結果、売上高は33億95百万円（前年同四半期比6.9％の減収）、営業利益は５億58百万円（前年同四半

期比12.5％の減益）となりました。
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　④設備材事業

　設備材事業では、設備・建設資材向けのガラスクロスの販売は安定的に推移しました。住宅向け断熱材は、

当第１四半期に実施した大型の設備改修に加え、物流費・資材費などのコストアップの影響により収益が悪化

しました。

　この結果、売上高は51億２百万円（前年同四半期比0.1％の減収）、営業損失は32百万円（前年同四半期は

営業利益85百万円）となりました。

 
　⑤ライフサイエンス事業

　ライフサイエンス事業では、免疫系体外診断薬を中心に国内、海外向けの販売に注力するとともに、原価低

減に努めましたが、一方で研究・販売体制強化に伴う費用が増加しました。スペシャリティケミカルス分野に

おいては、高付加価値品を国内外に安定的に供給しました。また飲料分野では、多品種小ロットの需要への幅

広い対応を継続した一方で、一部需要減の影響を受けました。

　この結果、売上高は35億98百万円（前年同四半期比2.5％の増収）、営業利益は７億６百万円（前年同四半

期比19.5％の減益）となりました。

 
　⑥その他の事業

その他の事業は、不動産・サービス事業及び産業機械設備関連事業等の収益確保に取り組みました。

　この結果、売上高は２億94百万円（前年同四半期比50.6％の減収）、営業利益は１億２百万円（前年同四半

期比2,085.3％の増益）となりました。

　

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,416億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億78百万

円減少しました。主な要因は、現金及び預金の減少などであります。

　負債は544億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億25百万円減少しました。主な要因は、未払法人税

等の減少などであります。　

　純資産は871億94百万円となり、自己資本比率は60.9％と前連結会計年度末に比べ2.0ポイント上昇しました。

 

(２)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の概要

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉及び当社

を支えるステークホルダーとの良好な関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を中長期的に確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。もとより、上

場会社である当社の株式は、株主又は投資家の皆様に自由に取引されるものであり、当社経営の支配権の移転を

伴うような大量買付がなされる場合であっても、これが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものである限りにおいて、当社は、これを一概に否定するものではありません。また、当社

は、株式の大量買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考

えております。

　当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、1)長年培われた技術資産や人的資

産の流出を防ぎ、そのような技術資産や人的資産を中長期的視野で保護育成すること、2)顧客とのネットワーク

と当社の有するブランド力を維持・強化していくこと等に重点を置いた経営が必要不可欠であります。

　外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際には、上記に加え、当社の有形無形の経営資源、将来を

見据えた施策の潜在的効果、多岐にわたる事業分野やグループ企業間の有機的結合により実現され得るシナジー

効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な事項を適切に把握した上で、当該大量買付が当社の企業

価値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。
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　当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者を、当社の財務及び事業の方針

の決定を支配する者として不適切であると考えており、不適切な大量買付に対して、必要かつ相当な対抗をする

ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

②基本方針の実現に資する取組みについて

(ア)当社の企業理念

　当社グループは、『日東紡グループは、「健康・快適な生活文化を創造する」企業集団として社会的存在価

値を高め、豊かな社会の実現に貢献し続けます。』との経営理念に基づいて、時代の要請に即応し、社会の役

に立つ新しい価値を創造し提供し続けることで、すべてのステークホルダーの皆様から信頼され、“日東紡で

よかった”と思われる企業グループを目指して経営・事業活動に取り組んでおります。

　また当社グループは、経営理念をもとにして、会社の価値観を分かりやすい文章で表現した「日東紡宣言」

を策定しております。社員一人ひとりが、この「日東紡宣言」を常に意識しながら、自ら考え、行動できるよ

うに努めております。

「日東紡宣言」

・日東紡グループは社会の「ベストパートナー」を目指します。

・私たちは、お客様の求めるものを絶えず追究し、お客様に「安心と信頼」を誠実にお届けすることを喜びと

します。また、企業活動を通じ株主・投資家・行政・地域社会等すべてのステークホルダー（社会）と共に

喜びを分かち合うことを大切にします。

・私たちは自立した一人ひとりの社員の可能性を尊び、自由闊達にアイデアを出し合いながらチームワークに

より力を発揮する企業集団を目指します。

・私たち企業グループは社員の成長が会社の成長であることを信じ、社員に成長と自己実現の機会を提供しま

す。社員はまず第一に良き市民であり、深く考え、広く見渡し、果敢に行動します。そして粘り強くやり遂

げます。

(イ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上への取組み

　当社グループは、1923年（大正12年）に繊維メーカーとして創立して以来、永年にわたって技術、知識を蓄

積・継承し、時代の変化をチャンスとして、その都度旺盛なパイオニア精神を発揮しながら、グラスファイ

バー事業、ライフサイエンス事業などに、幅広い事業基盤を築いてまいりました。

　また海外展開においても、新規顧客の獲得や事業拠点の設立など、グローバルな活動を続けております。

　さらに当社は、地球環境を継承し、持続的発展に貢献していくことを基本理念に盛り込んだ「日東紡環境憲

章」を制定し、すべての事業活動において環境に配慮した製品・サービスを提供することで、環境保全にも努

めております。

(ウ)当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の基盤となる仕組み（コーポレート・ガバナンスの強

化）

　当社グループは、経営の透明性向上と法令遵守の徹底により企業価値を高めることがコーポレート・ガバナ

ンスの基本であると認識し、環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムを構築しております。

　当社グループの「経営理念」、社会から信頼される企業であるための共通の価値観である「日東紡宣言」、

そして行動指針である「日東紡行動綱領」「行動規準」について、経営トップが、率先垂範とグループ役職員

への周知徹底を図っております。

　また、当社グループの事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図ると

共に、万が一、不測の事態が発生した場合には、損害の最小化を図る体制の整備も行っております。

　具体的には以下の事項に取り組んでおります。

A)　2014年６月26日の定時株主総会における承認を受けて指名委員会等設置会社に移行しました。指名委員会

等設置会社に移行することで、監督と執行の分離を一段と明確にし、「監督機能強化・透明性の高い経

営」と「事業の迅速な執行・経営の機動性の向上」を図っております。顧客、株主、取引先、従業員等の

ステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築することで、更なる企業価値向上を図りま

す。また、会社法第332条第６項に従い、取締役の任期は１年であります。

B)　取締役７名のうち４名を社外取締役としており、業務執行機関に対する取締役会の監督機能をより強化す

る体制を確立しております。
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C)　法令に則り、指名・報酬・監査の各委員会を設置し、各委員会のメンバーの過半数は社外取締役であり、

また全ての委員会の委員長は社外取締役になっています。透明性の高い公正な経営監視体制を確立してお

ります。

D)　取締役の解任要件を、会社法の原則（会社法第339条第１項、第341条）に従い普通決議にしております。

E)　2017年６月末日をもって、相談役及び特別顧問制度を廃止し、より一層、透明性の高いガバナンスを構築

して参ります。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

　当社は、当社株式の大量買付が行われた際には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる

ために、積極的な情報開示に努めるとともに、その時点において適切な対応をしてまいります。

④当社の取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の

会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

　上記②及び③の取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的な方策として策定さ

れたものであり、上記①の会社の支配に関する基本方針及び株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

(３)　研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は３億24百万円であります。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(１)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000
 

 
②【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2018年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年８月９日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 39,935,512 39,935,512
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数100株

計 39,935,512 39,935,512 ― ―
 

 
(２)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(３)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(４)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数

発行済株式
総数残高

資本金増減額 資本金残高
資本準備金
増減額

資本準備金
残高

(株) (株) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

　2018年４月１日～
　2018年６月30日

― 39,935,512 ― 19,699 ― 19,029
 

 

(５)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(６)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）  

― ―
  普通株式 1,130,900

（相互保有株式）  

  普通株式 2,400

完全議決権株式（その他） 　普通株式 38,673,600 386,736 ―

単元未満株式 　普通株式 128,612 ― ―

発行済株式総数  39,935,512 ― ―

総株主の議決権 ― 386,736 ―
 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が600株（議決権６個）含まれて

おります。

２．「単元未満株式」の欄には、当社保有の自己株式が76株含まれております。

　

②【自己株式等】

2018年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）      

日東紡績株式会社
東京都千代田区麹町

２丁目４番地１
1,130,900 ― 1,130,900 2.83

（相互保有株式）      

株式会社アベイチ
大阪府大阪市中央区

常盤町２丁目２番28号
2,400 ― 2,400 0.01

計 ― 1,133,300 ― 1,133,300 2.84
 

 

２ 【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(１) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 18,673 11,975

  受取手形及び売掛金 ※  25,891 ※  25,865

  商品及び製品 6,486 6,372

  仕掛品 3,130 3,352

  原材料及び貯蔵品 15,502 15,883

  その他 3,385 3,050

  貸倒引当金 △4 △4

  流動資産合計 73,065 66,495

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,332 12,317

   機械装置及び運搬具（純額） 10,097 12,621

   土地 14,748 14,699

   リース資産（純額） 3,022 2,900

   建設仮勘定 1,836 1,727

   その他（純額） 656 694

   有形固定資産合計 42,693 44,960

  無形固定資産 1,510 1,456

  投資その他の資産   

   投資有価証券 25,698 24,775

   退職給付に係る資産 285 285

   繰延税金資産 2,743 2,547

   その他 1,200 1,197

   貸倒引当金 △36 △36

   投資その他の資産合計 29,890 28,769

  固定資産合計 74,095 75,186

 資産合計 147,160 141,682
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※  9,331 ※  9,820

  短期借入金 4,887 4,823

  1年内返済予定の長期借入金 5,387 5,050

  リース債務 569 548

  未払法人税等 2,389 422

  賞与引当金 1,159 469

  その他 9,002 9,205

  流動負債合計 32,726 30,340

 固定負債   

  長期借入金 6,383 5,607

  リース債務 2,999 2,860

  修繕引当金 5,981 4,333

  退職給付に係る負債 10,371 10,143

  その他 1,150 1,201

  固定負債合計 26,886 24,147

 負債合計 59,612 54,487

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 19,699 19,699

  資本剰余金 19,037 19,037

  利益剰余金 45,105 45,801

  自己株式 △2,538 △2,538

  株主資本合計 81,304 81,999

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 6,068 5,426

  為替換算調整勘定 1,197 710

  退職給付に係る調整累計額 △1,941 △1,862

  その他の包括利益累計額合計 5,324 4,274

 非支配株主持分 919 920

 純資産合計 87,548 87,194

負債純資産合計 147,160 141,682
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(２) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

売上高 21,401 20,450

売上原価 13,664 13,528

売上総利益 7,736 6,922

販売費及び一般管理費 4,594 4,795

営業利益 3,142 2,126

営業外収益   

 受取利息 4 11

 受取配当金 382 328

 受取賃貸料 21 20

 為替差益 － 77

 その他 58 85

 営業外収益合計 466 523

営業外費用   

 支払利息 67 48

 為替差損 84 －

 休止賃貸不動産関連費用 － 80

 その他 52 52

 営業外費用合計 204 181

経常利益 3,404 2,468

特別利益   

 固定資産売却益 － 147

 特別利益合計 － 147

特別損失   

 固定資産処分損 74 196

 災害による損失 － 122

 特別損失合計 74 319

税金等調整前四半期純利益 3,330 2,297

法人税、住民税及び事業税 500 209

法人税等調整額 406 509

法人税等合計 906 718

四半期純利益 2,424 1,578

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 9

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,416 1,568
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
　至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

四半期純利益 2,424 1,578

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,073 △640

 為替換算調整勘定 △49 △486

 退職給付に係る調整額 77 78

 その他の包括利益合計 1,101 △1,048

四半期包括利益 3,525 529

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,515 519

 非支配株主に係る四半期包括利益 10 10
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【注記事項】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

　当社及び国内連結子会社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法については、定率法（ただし、

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物を除く）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

　当社は、当社グループが次の100年も持続的な成長を目指すために2018年３月期をスタートとする『日東紡グルー

プ 中期経営計画《Go for Next 100》』において高付加価値戦略を重点施策としております。当該施策に基づき生

産体制の見直しや設備投資計画を策定したことを契機に、有形固定資産の使用状況等を検討した結果、今後は各設

備の稼働状況がより安定的に推移すると見込まれることから、当該中期経営計画に基づく設備投資の本格的な稼働

が開始する当第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社の減価償却方法として、使用期間にわたり費

用を均等に負担させる方法である定額法に変更することが、当社グループの経済実態をより適切に反映するものと

判断いたしました。

　この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間の営業利益は110百万円、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ116百万円増加しております。

　

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　2018年２月16日)等を当第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。

 

(台湾Baotek Industrial Materials Ltd.の株式取得（子会社化）に向けた公開買付け)

当社は2018年４月26日開催の取締役会にて、ガラスクロスの製造販売を営んでいるBaotek Industrial

Materials Ltd.（本社：台湾桃園市、董事長：柯長崎、以下「Baotek社」）の発行済株式総数の35.22％を対象と

した当社による公開買付け（以下「本公開買付け」）を実施し、またBaotek社の発行する私募株式の全部（発行

済株式総数の14.88％）を取得することで、子会社化を目指すことについて決議いたしました。

　本公開買付けは、2018年８月２日をもって終了し、下限応募数を超える63,865,791株（発行済株式総数の

32.77％）の応募がありましたので、予定通り応募株式の公開買付けを実施いたします。また、本公開買付けの実

施と合わせてBaotek社の発行する私募株式の全部（発行済株式総数の14.88％）を取得し、Baotek社は当社の持分

法適用関連会社となる予定です。

　

（１）株式の取得および本公開買付けの理由

　当社グループは、2021年３月期を最終年度とする中期経営計画『Go For Next 100』 に基づき、グラス

ファイバー事業の強化に取り組んでおります。電子材料向けガラスクロスの需要は５Gをはじめとした通信の

高速大容量化の流れを受けて、電子材料メーカーの集積地である台湾を中心として高まっており、当社の高

付加価値ガラスクロス製品の一層の拡販を図る中で、ガラスクロス製造能力の増強が当社の課題となってお

りました。

　今般の公開買付けの対象及び私募株式の取得先であるBaotek社は、電子材料用途及び産業資材用途のガラ

スクロスを製造する高い技術と、台湾、中国を中心に欧米に至るまでの幅広いサプライチェーンを有してお

ります。

　当社は台湾にガラスクロスの母材となるガラスヤーンを製造販売する100％子会社Nittobo ASIA Glass

Fiber Co., Ltd.を有しておりますが、Baotek社を子会社化し当社の高付加価値製品を生産委託することで、

台湾をはじめとしたアジアのお客様に対して、台湾においても当社製品の一貫供給体制を構築していくこと

ができます。また、産業資材向けガラスクロス分野では、海外での販売拡大をテーマとして掲げております

が、Baotek社が培ってきた産業資材用途のお客様との信頼関係をベースに、産業資材向けにつきましても当

社の高付加価値製品の拡販を実現することができます。
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（２）対象者の概要

① 名称 Baotek Industrial Materials Ltd.

② 所在地 桃園市揚梅區端原里民豐路277號

③ 代表者の役職・氏名 董事長：柯長崎

④ 事業内容 ガラスクロス等の製造販売

⑤ 資本金 1,948百万台湾ドル　(2017年12月期末現在)

⑥ 連結純資産 1,394百万台湾ドル　(2017年12月期末現在)

⑦ 連結総資産 2,122百万台湾ドル　(2017年12月期末現在)

⑧ 設立年月日 1992年８月12日
 

　

（３）本公開買付けの結果

① 買付株式数 63,865,791株（発行済株式総数の32.77％）

② 取得価額 １株当たり11台湾ドル（総額702百万台湾ドル）
 

 
（４）私募株式取得の概要

① 取得の相手先 創祐投資股份有限公司

② 取得株式数 29,000,000株（発行済株式総数の14.88％）

③ 取得価額 １株当たり11台湾ドル（総額319百万台湾ドル）
 

　

（５）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数
０株
（議決権の数０個）
（議決権所有割合：0.0％）

② 取得株式数
92,865,791株
（私募株29,000,000株、普通株63,865,791株）

③ 取得価額
1,021百万台湾ドル
アドバイザリー費用等（概算）約200百万円

④ 異動後の所有株式数
92,865,791株
（議決権の数：92,865,791個）
（議決権所有割合：47.65％）

 

 
（６）支払資金の調達方法

自己資金

　

（７）日程

株式譲渡実行日　2018年８月10日（予定）

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年６月30日)

受取手形  1,180百万円 1,065百万円

支払手形 456百万円 439百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2017年４月１日
 至　2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
 至　2018年６月30日)

減価償却費 1,002百万円 934百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月28日
定時株主総会

普通株式 781 4.00 2017年３月31日 2017年６月29日 利益剰余金
 

(注) １株当たり配当額については、2017年10月１日付けの株式併合前の金額を記載しております。

 
当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 873 22.50 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日 至 2017年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

繊維
事業

原繊材
事業

機能材
事業

設備材
事業

ライフ

サイエンス

事業

計

売上高           

 外部顧客への
売上高

1,202 7,335 3,647 5,107 3,511 20,804 596 21,401 － 21,401

 セグメント間
の内部売上高
又は振替高

0 1,657 8 55 84 1,806 497 2,304 △2,304 －

計 1,202 8,993 3,656 5,162 3,595 22,611 1,094 23,705 △2,304 21,401

セグメント利益
又は損失（△）

△123 1,711 638 85 877 3,189 4 3,194 △52 3,142

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、サービス事業及び

産業機械設備関連事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△52百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であ

ります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

繊維
事業

原繊材
事業

機能材
事業

設備材
事業

ライフ

サイエンス

事業

計

売上高           

 外部顧客への
売上高

1,289 6,769 3,395 5,102 3,598 20,155 294 20,450 － 20,450

 セグメント間
の内部売上高
又は振替高

3 1,619 15 46 62 1,748 936 2,684 △2,684 －

計 1,293 8,389 3,411 5,149 3,661 21,904 1,230 23,135 △2,684 20,450

セグメント利益
又は損失（△）

△80 1,054 558 △32 706 2,207 102 2,309 △182 2,126

 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、サービス事業及び

産業機械設備関連事業等を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△182百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等で

あります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　 (有形固定資産の減価償却方法の変更)

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法については、定率法（ただし、1998年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物を除

く）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。

この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は、そ

れぞれ「原繊材事業」で35百万円、「機能材事業」で28百万円、「ライフサイエンス事業」で９百万円、「そ

の他の事業」で０百万円増加し、セグメント損失は、「繊維事業」で２百万円、「設備材事業」で25百万円、

「調整額」で９百万円減少しております。

 

(１株当たり情報)

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自 2017年４月１日
 至 2017年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
 至 2018年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額  62円08銭 40円43銭

(算定上の基礎)    

親会社株主に帰属する
四半期純利益金額

(百万円) 2,416 1,568

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額

(百万円) 2,416 1,568

普通株式の期中平均株式数 (千株) 38,922 38,804
 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　 ２．当社は、2017年10月１日付けで普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。前連

結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

日東紡績株式会社(E00542)

四半期報告書

18/20



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2018年８月７日

日東紡績株式会社

取締役会　御中
　

有限責任監査法人　トーマツ
 

　
指定有限責任社員

業務執行社員   
 公認会計士 武　　井　　雄　　次 印

指定有限責任社員

業務執行社員    
 公認会計士 石　　山　　健 太 郎 印

 

　
　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日東紡績株式会

社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日東紡績株式会社及び連結子会社の2018年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

　

強調事項

　会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、会社及び国内連結子会社

は、有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について、従来、主として定率法を採用していたが、当第１四

半期連結会計期間より、定額法へ変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上
　

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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